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第１章 経営戦略策定の趣旨 

 

本町には、下水道事業と農業集落排水事業があります。下水道事業は、良好な水

環境と快適な生活環境の確保を基本目標に整備を進め、下水道の普及率は、令和 2

年 3 月末で 85.4 ％で、農業集落排水事業を含めると 91.8％となり、下水道整備も終

盤を迎えています。しかし、全国的な傾向と同様に、今後は人口減少や節水機器の

普及による有収水量の減少、整備してきた下水道施設の老朽化による改築更新経

費の増加が懸念されるなど、経営環境はますます厳しくなってきます。 

このような情勢にあって、本町の下水道事業は、経費負担の原則のもと、より効率

的な事業運営を実施するため、平成 30 年４月に地方公営企業法の一部適用を実施

しました。 

他方、国にあっては、平成 21 年度から平成 25 年度にかけて、公営企業の抜本改

革（統廃合、民営化、広域的な連携等）の検討がなされ、地方公営企業会計基準の

見直し、公営企業会計の適用拡大、「経営比較分析表」の公表等、公営企業の見え

る化への取り組みが進められてきました。さらには、平成 26 年 8 月 29 日付総務省通

知の「公営企業の経営に当たっての留意事項について」において、各公営企業が将

来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として

「経営戦略」の策定が要請され、平成 28 年 1 月 26 日付総務省通知「経営戦略の策

定推進について」においては、「経済・財政再生計画」の「集中改革期間」である平成

28 年度から平成 30 年度までの間、集中的に策定を推進することが求められました。 

「経営戦略」は、経営環境の変化に即し、本町の下水道事業の運営を将来にわた

って安定的かつ持続的に進めるための指針として策定するものです。大きな社会情

勢の変化に対応した実効性のある中長期的な経営の基本計画による事業運営を行

うため、「経営戦略」を策定することとしました。この策定については、国の示す「経営

戦略策定ガイドライン」に基づき、計画期間を令和 3 年度から令和 12 年度までの 10

年間とし、また、各事業のセグメントを考慮した内容が求められることから、「竜王町

下水道事業経営戦略」として水道事業とは統合せずに策定するものです。 
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１. 経営戦略の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 計画期間 

  令和 3 年度～令和 12 年度（10 年間） 

 

  

【平成 30 年度】 

地方公営企業法適用 

農業集落排水の公共下水

道への統合検討 

 

「経営戦略」の策定推進に 

ついて 

（平成 28 年 1 月 26 日付総務省通

知） 

経営戦略策定ガイドライン 

「竜王町下水道事業経営戦略」（令和 3 年度～令和 12 年度） 

策
定 
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第２章 下水道事業の現状と課題 
 

１. 下水道事業の役割 

下水道は、町民生活の安全と都市機能を支える重要なライフラインです。家庭や事

業所・工場などから排出される汚水を処理して、町民の快適な居住環境を確保するた

め公衆衛生の向上に努めること、また、雨水を速やかに排除して浸水被害を防ぐと共

に、重要な水資源である琵琶湖や河川などの公共用水域の水質保全に貢献するた

め、重要な都市基盤施設として大きな役割を担っています。なお、近年では浸水対策

に加え、地震などのリスクに対して被害を最小限に抑えるため、ハード面とソフト面の

両面からの施策を継続的に強化していくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

２. 下水道事業の種類 

本町では、昭和 62 年度から特定環境保全公共下水道事業と農村地域の水質保

全、汚水の処理を図るため山中地区、殿村地区（岩井、川守）に農業集落排水事業を

着手しています。 

３. 下水道事業の現状 

下水道事業は、公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設であることから、町の

最重点施策の１つとして積極的な整備を進めてきました。令和元年度末の下水道普

及率は 85.4％で農業集落排水事業を含めますと 91.8％と、全国平均 79.7％、滋賀県

平均 91.1％を上回る整備状況となっており、汚水整備も終盤を迎えています。 

今後は、「施設の建設」から「施設の維持管理・改築更新」の時代へと転換していき

ます。一層の経営の効率化を目指して、平成 30 年 4 月から地方公営企業法を一部

適用していますが、「雨水公費・汚水私費」の原則のもと、下水道経営に欠かせない

公共用水域の環境維持と、持続可能な安定した下水道事業運営の実現に取り組ん

でいきます。 

１.  汚水の排除… 衛生的で快適な生活環境の確保 

２.  雨水の排除… 地表に降った雨水を河川等に速やかに排除し 

浸水を防除 

３.  公共用水域の水質保全…生活排水や工場排水を適切に処理し

自然環境を保全 
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（１） 事業の現況 

 ① 施設 

 特定環境保全公共下水道事業 農業集落排水事業 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 
平成 3 年度（29 年) 平成元年度（31 年） 

法適（全部適用・一部 

適用）・非適用の区分 

法適（一部適用） 

（平成 30 年 4 月 1 日） 

法適（一部適用） 

（平成 30 年 4 月 1 日） 

処  理  区  数 １0 区 2 区 

流域下水道等への 

接続の有無 
有 無 

汚水中継ポンプ場 無 無 
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② 排除方式 

下水道の排除方式には、合流式と分流式があります。本町の排除方式は分流式を

採用しています。分流式とは、汚水と雨水を別々の管きょで流す方法です。 

特定環境保全公共下水道事業では、家庭や工場から出る汚水は流域下水道に接

続しており、全て下水処理施設（終末処理場）に運ばれ、処理された後公共用水域

（琵琶湖）に流されます。雨水はそのまま公共用水域に放流されています。また、農

業集落排水事業では、家庭から出る汚水は、各処理区の処理施設に運ばれ、処理し

た後公共用水域（河川）に流されます。 

 

事業区分 目   的 処理方法 資金区分 

汚水事業 
公衆衛生の向上や公

共用水域の水質保全 

汚水を処理場で処理

し琵琶湖へ排水 
下水道使用料 

雨水事業 浸水被害の軽減 雨水を河川へ排水 町    税 

 ③ 使用料 

特定環境保全公共下水道事業 （1 か月当り） 

用   途 基本使用量・適用範囲 従量単価（税抜） 

一般排水 

基本使用量  15 ㎥まで 

   16～ 50 ㎥ 

51～ 100 ㎥ 

101～300 ㎥ 

301 ㎥～  

1,800 円 

125 円／㎥ 

130 円／㎥ 

135 円／㎥ 

140 円／㎥ 

特定排水 751 ㎥～ 165 円／㎥ 

 

農業集落排水事業                                 （1 か月当り） 

   区  分  基本料金（税抜） 人数割料金(税抜) 対象集落 

殿村地区処理区 

山中地区処理区 
1,505 円/戸 376 円/人 

岩井、川守 

山中 
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 ④ 水洗化の状況 

本町は下水道整備の推進、水洗化の促進により、水洗化人口も微増傾向にありま

す。水洗化率も 90％を超えていますが、汚水整備完了後は人口減少に伴い水洗化

人口も減少することが予測されることから、引き続き下水道未接続者の解消に向けた

水洗化の促進を図っていきます。また、農業集落排水事業は、平成元年に施設整備

が完了しており、集落住民の減少に伴い水洗化人口も減少しています。今後も人口

減少に伴い水洗化人口も減少することが予測されます。 
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 ⑤ 有収水量の推移 

有収水量は両事業共に横ばい状態で、一人あたりの使用水量は特定環境保全公

共下水道事業では減少傾向にあり、農業集落排水事業においては、横ばい状態です。

特定環境保全公共下水道事業は、節水意識の向上や節水機器の普及が一因と考え

られます。また、人口減少とともに有収水量も緩やかに減少するものと予測していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 組織 

本町の下水道事業は、上下水道課の下水道係としてあります。現在の組織体制は

次のとおりとなっています。下水道関係職員は、業務委託等を行い職員の削減に取

り組みながら、事業を進めています。 

 

 

 

  

竜王町長 

上下水道課長 

上水道係 

下水道係 
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 ⑦ 下水道使用料・企業債残高の推移 

下水道使用料は、供用開始区域の拡大により微増があるものの、節水機器の普

及や節水意識の高まり、人口減少等により今後の使用料収入は減少していくことが

予想されます。 

また、企業債残高については、平成 20 年度の約 554 千万円をピークに減少してお

りますが、元金償還金については、平成 29 年度まで増加が続き、その後徐々に減少

する見込みです。今後も「雨水公費・汚水私費」の原則に基づく適正な使用料算定を

検証していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 老朽化の状況 

特定環境保全公共下水道事業 

特定環境保全公共下水道事業で保有している資産のうち、令和 2 年度末で法定

耐用年数を経過しているのは機械、電気設備となります。 

機械、電気設備については、維持管理業務で施設の状況を点検し、定期的に更

新を行っております。 

なお、令和 19 年度から耐用年数を経過した管きょが発生します。        
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耐用年数経過資産額（見込）
耐用年数経過資

産額67百万円
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農業集落排水事業 

農業集落排水事業で保有している資産のうち、令和 2 年度末で法定耐用年数を

経過しているのは機械、電気設備となります。費用対効果から特定環境保全公共

下水道に統合が必要です。 

 

  

 ⑨ 管渠の状況 

令和元年度末の管渠延長は、特定環境保全公共下水道事業が約 100 ㎞、農業集

落排水事業が約 8km です。 

 

14.72

34.98

29.53

26

55

223

0
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250

0

5
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25

30

35

40

S62 S63 S64 (百万円）
（百m）

農業集落排水管渠延長工事費図

延長 金額

農業集落排水事業 昭和63年 竣工
請負工事費 土木 建築 電気 機械 計(千円）
法定耐用年数 60年 50年 20年 15年
法定更新年度 令和30年度 令和20年度 平成20年 平成15年
山中処理区 34,370 8,405 40,321 13,904 97,000
殿村処理区 59,191 11,276 99,284 10,249 180,000

0
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9

S62 S64 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29
(km)

(km)

管渠の年度別敷設延長(特定環境保全公共下水道)

累計99km
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（２） 民間活力の活用等 

民

間

活

用

の

状

況 

ア 民間委託 

 （包括的民間委託を含む） 

本町では、下水道施設の老朽化に伴う維持管理費が

年々増加し、適正な維持管理はもとより、技術面からのサ

ポートや施設維持に係るコスト配分等、より一層の効率化

によるコスト削減と利用者サービスの向上等が求められて

います。下水道事業に従事する職員が減少する中、災害

対応が出来ない事態も起こりうるため、施設の維持管理に

ついて高い専門性・技術力を持つ民間に委託を実施して

います。 

また、料金徴収事務については、水道料金と下水道使

用料について窓口の一元化により、受付業務から調定・収

納・滞納整理等一貫した流れの中で事務の合理化・効率

化を図っています。 

イ 指定管理者制度 なし 

ウ PPP・PFI なし 

資

産

活

用

の

状

況 

ア エネルギー利用 ※

３ 
なし 

イ 土地・施設等利用 

 （未利用土地・施設の活用等） 

                  ※

４ 

なし 

※３ 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源（資産を含 

みます）を用いた収入増につながる取組を指します。 

※４ 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増 

につながる取組を指します（単純な売却は除きます）。 
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４. 現状の分析 

現状の分析については、町で公表している経営比較分析表（令和元年度決算）を

用いるほか、過去 5 年間の全国平均や類似団体等との比較により分析を行います。 

なお、類似団体の類型区分は「ｄ7」となり、その区分は下記のとおりです。 

     

 

 ※「ｄ7」の区分 

       ・人口規模・・・・・・・・1 万人以上 1.5 万人未満 

       ・水源区別・・・・・・・・その他 

       ・有収水量密度別区分・・・全国平均未満のもの 

【特定環境保全公共下水道事業】 

 (1) 事業規模・施設の効率性 

                       グラフ凡例  ■竜王町  ▲全国平均  ●類似団体  

                                      ※ 経営比較分析表から出典   

 

  

指標名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
施設利用

率 
（％） 

1 日平均処理水量

現在処理能力
✕100 

施設・設備が一日に対応可能
な処理能力に対する、一日平
均処理水量の割合であり、施
設の利用状況や適正規模を判
断する指標。 
 

流域下水道で処理しているため該当なし
とる。 

② 
水洗化率 

（％） 

水洗便所設置済み人口

処理区域内人口
✕100 

現在処理区域内人口のうち、実
際に水洗便所を設置して汚水
処理している人口の割合を表し
た指標。 
 

類似団体と比較しても高い値を保持して
いる。 

87.99 97.31 97.29 91.53 91.45

62.68

40.31 42.17 42.66

43.65 43.58 41.35 42.90 43.36

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

① 施設利用率 (%)

88.42 88.60 89.12 90.39 90.77

80.39 81.28 82.30 82.67

82.20 82.35 82.90 83.50 83.06

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

② 水洗化率(%)
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 (2) 収益性（収支の状況）・資産の状態 

  グラフ凡例  ■竜王町  ▲全国平均  ●類似団体   ※ 経営比較分析表から出典   

 
指 標 名 

（単位） 
計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
経常収支

比率 
（％） 

経常収益

  経常費用  
✕100 

料金収入や一般会計からの繰
入金等の収益で、維持管理費
や支払利息等の費用をどの程
度賄えているかを表す指標。 

100％を上回っておりますが、収
益の不足分を一般会計からの補
助金等で賄っている状況であ
る。 

② 
企業債残
高対給水
収益比率 

（％） 

企業債現在高合計 −一般会計負担額

営業収益−受託工事収益

−雨水処理負担金

✕100 

料金収入に対する企業債残高
の割合であり、企業債残高の
規模を表す指標。 

令和元年度においては、下水道
整備の実施に伴い類似団体平
均値を上回っている。今後、投資
の平準化を行い計画的な借入に
努める必要がある。 

 (3) 財務・料金 

  グラフ凡例  ■竜王町  ▲全国平均  ●類似団体   ※ 経営比較分析表から出典   

 
 

 指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
経費回収率 

（％） 

下水道使用料

汚水処理費
✕100 

使用料で回収すべき経費を、どの
程度使用料で賄えているかを表し
た指標。使用料水準等を評価する
ことが可能である。 

汚水処理に係る費用が使用
料以外の収入で賄われてい
るため、適正な使用料収入
の確保および汚水処理費の
削減が求められる。 

② 
汚水処理 

原価 
（円） 

汚水処理費

年間有収水量
 

有収水量 1 ㎥ あたりの汚水処理
に要した費用であり、汚水資本費・
汚水維持管理費の両方を含めた
汚水処理に係るコストを表した指
標。 

類似団体平均値より低い数
値であることから、今後も継
続して費用の抑制が必要で
ある。 
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【農業集落排水事業】 

 (1) 事業規模・施設の効率性 

   グラフ凡例  ■竜王町  ▲全国平均  ●類似団体 ※ 経営比較分析表から出典   

                              

 

 

指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
施設利用

率 
（％） 

1 日平均処理水量

現在処理能力
✕100 

施設・設備が一日に対応可
能な処理能力に対する、一日
平均処理水量の割合であり、
施設の利用状況や適正規模
を判断する指標。 
 

類似団体平均値より高い数値
であることから、施設の利用状
況や規模は適正に稼働してい
る状況である。 

② 
水洗化率 

（％） 

水洗便所設置済み人口

処理区域内人口
✕100 

現在処理区域内人口のうち、
実際に水洗便所を設置して
汚水処理している人口の割
合を表した指標。 
 

類似団体と比較しても高い値を
保持している。 
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(2) 収益性（収支の状況）・資産の状態 

  グラフ凡例  ■竜王町  ▲全国平均  ●類似団体  ※ 経営比較分析表から出典 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

指 標 名 
（単位） 

計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
経常収支
比率 

（％） 

 経常収益 

  経常費用  
✕100 

料金収入や一般会計か
らの繰入金等の収益で、
維持管理費や支払利息
等の費用どの程度賄え
ているかを表す指標。 

100％を上回っておりますが、
収益の不足分を一般会計か
らの補助金等で賄っている状
況である。 

② 
企業債残
高対給水
収益比率 

（％） 

企業債現在高合計 −一般会計負担額

営業収益−受託工事収益

−雨水処理負担金

✕100 

料金収入に対する企業
債残高の割合であり、企
業債残高の規模を表す
指標。 

新たな借入を実施していない
ため、類似団体平均値より低
い数値となっている。 

 (3) 財務・料金 

  グラフ凡例  ■竜王町  ▲全国平均  ●類似団体  ※ 経営比較分析表から出典  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
指 標 名 

（単位） 
計 算 式 内 容 分 析 結 果 

① 
経費回収

率 
（％） 

下水道使用料

汚水処理費
✕100 

使用料で回収すべき経費を、どの程度
使用料で賄えているかを表した指標。
使用料水準等を評価することが可能で
ある。 

汚水処理に係る費用が使用料以外の収
入で賄われているため、適正な使用料
収入の確保および汚水処理費の削減が
求められる。 

② 
汚水処理 

原価 
（円） 

汚水処理費

年間有収水量
 

有収水量 1 ㎥ あたりの汚水処理に要
した費用であり、汚水資本費・汚水維
持管理費の両方を含めた汚水処理に
係るコストを表した指標。 

類似団体平均値より低い数値であること
から、今後も継続して費用の抑制が必要
である。 
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５. 下水道事業の課題 

このような状況を踏まえ健全な事業運営をするために次のような課題解決に取り

組んでいかなければなりません。 

① 健全な経営体制の確立・確保 

② 人口減少や景気の低迷等による使用料収入の減少 

③ 施設の経年劣化による維持管理費の増大 

④ 水洗化率の向上 

⑤ 耐震化の促進と緊急時の備え 

⑥ 豪雨対策と浸水被害の軽減 

 

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組 
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第３章 経営の基本方針 
 

１. 基本方針 

本町の下水道事業は、衛生的で快適な生活環境の実現に向けて、町の最重点施

策の１つとして積極的な整備を進めてきた結果、下水道処理人口普及率も令和 2 年

3 月末で 91.8％となりました。一方で、今後は集中的に整備した施設・設備は老朽化

が進むことから、老朽化対策事業に対する改築更新費用が必要となってきます。 

しかし、今後は人口減少の進行、生活様式の変化、省資源化、経済成長の鈍化な

ど社会構造の変化により下水道使用料収入の伸びは緩やかに下降していくことが予

想され、下水道事業の経営環境は厳しさを増すこととなります。 

こうした経営環境の変化と時代の要請に的確に対応し、限られた経営資源を効率

的かつ効果的に活用しながら、適正な下水道事業運営と持続的な下水道サービスの

提供を行っていくため、次の三つの柱から構成される基本方針を定めました。 

 

 

 

 

 

 

（１） 快適なくらしの実現 

○ 良好な水環境の形成 

下水道は、安全、快適、清潔な町民生活を支えるインフラとして必要不可欠なも

のです。快適なくらしの実現を目指して、社会資本総合整備計画に基づき下水道

整備を進めます。 

○ 重要な水資源である琵琶湖や河川などの公共用水域の水質保全 

公共用水域の水質保全に貢献するため、汚濁負荷の低減と水環境の保全を進

めることが必要です。このことから、引き続き処理区域内で未接続となっている世

帯等への接続普及促進活動を実施し、水洗化率の向上を図ります。 

竜王町の下水道事業の基本方針 

（１）. 快適なくらしの実現 

（２）. 安全で安心なくらしの実現 

（３）. 安定した経営基盤の確立と持続的な健全経営 
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（２） 安全で安心なくらしの実現 

○ 下水道施設の機能の適正な維持・改築更新 

安全で安心な町民生活を守るためには、下水道施設の状況を把握し、可能な

限りの延命化（長寿命化）を図りながら、適正な機能を確保することが必要です。

下水道施設機能の適正な維持管理・更新を行うため、ストックマネジメント基本計

画に基づき、持続可能な事業の実施を進めます。 

○ 総合的な管理体制の推進と不明水対策 

災害時の管理体制を確立するために、耐震化の対象となる施設の特定・耐震

化を進めるなど危機管理体制の充実を図ります。 

また、不明水対策についても被害軽減対策と併せて県や関連市町と連携しな

がら進めていきます。 

（３） 安定した経営基盤の確立と持続的な健全経営 

○ 中長期的な視野に立った計画的な経営基盤の強化 

人口減少を見据えた持続可能な経営体制を確保するために、中長期的な視野

に立った事業管理計画を策定し、PDCA サイクルの手法を用いて継続的な改良と

向上を図ります。 

○ 持続可能な健全経営 

民間委託の推進などによる経費削減や業務の効率化に取り組みます。 

また、将来の経営環境の変化に対応し持続可能な健全経営を行うために、職

員の能力向上と経営意識改革に取り組みます。 

さらに、「雨水公費・汚水私費」の原則のもと、老朽化する下水道施設の更新費

用の確保と下水道使用料収入の増収対策を検討し、次世代に負担を持ちこさな

い適正な事業運営に努めます。 
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第４章 効率化・経営健全化の取組み 

 

下水道事業では、下水道施設や管路の健全性を維持することが安全で快適な下

水道サービスを持続的・安定的に提供していくためには必要です。また、公営企業で

ある下水道事業は、公共の福祉の増進と併せて民間企業と同様に経済性を発揮した

運営が求められます。しかしながら、下水道事業は建設投資額が大きいため、国庫

補助金や企業債元利償還金に対する一般会計からの繰入れ（交付税措置）により、

かろうじて収支均衡を保っている状況であり、繰出し基準の見直し如何によっては経

営が成り立たなくなる要素を含んでいます。さらに、本町では下水道処理人口普及率

も令和 2 年 3 月末で 91.8％となり施設整備が進んでいますが、すでに始まっている人

口減少や節水型社会への移行等により、ますます厳しい経営環境が予想されます。 

一方、今後老朽化する下水道施設等に対する改築・更新という投資事業には多額

の資金が必要となるため、その投資試算（投資の所要額の見通し）と財源試算（下水

道使用料などの財源の見通し）を均衡させることが非常に重要となります。 

このことから、下水道事業の徹底した効率化・経営健全化に取り組む必要があり、

使用料収入の確保や事業運営にかかるコストを削減することで経営基盤の強化を図

るとともに、計画的、効率的な下水道施設の改築更新やダウンサイジングなどにより

投資の合理化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

投資・財政計画 財源試算 投資試算  

【投資以外の経費】 
反映 

効率化・経営健全化の取組み 

危機管理体制の強化 投資の合理化 経営基盤の強化 

均衡 
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○効率化・経営健全化の取組み ～施策の体系～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 経営基盤の強化 

（１） 組織の活性化と人材の育成 
地方分権が進展するなか、町民の行政に対する要望や期待は質・量ともに高まっ

ています。「行政のスリム化」を目指しながら複雑多様化かつ高度化する行政需要に

応えていくためには、職員一人ひとりの能力を伸ばしていくことが不可欠です。将来

の下水道事業を担う人材を育成するために、研修等を通じて、職員一人ひとりの能力

の向上や意識改革に取り組みます。 

 

 

 

（２）  施設の耐震化 

 
（３）  公共用水域の水質保全 

 

 主な取組   職員研修・専門研修への積極的参加 

（１）  組織の活性化と人材の育成 

（２）  効率的な組織の整備 

 
（３）  民間活力の活用 

 
（４）  効果的な水洗化普及促進 

 
（５）  収納率の向上 

 
（６）  不明水対策 

 
（７）  資金管理・調達に関する取組 

 
（８）  その他経営基盤強化の取組 

 

（１）  効率的・計画的な投資と長寿命化 

 

（１）  危機管理等の体制整備 

 

経営基盤の強化 

危機管理体制の強化 

投資の合理化 
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（２） 効率的な組織の整備 

平成 30 年 4 月からの下水道事業の地方公営企業法の適用を開始しました。 

 

 

 

（３） 民間活力の活用 

平成 26 年 10 月から 3 年間と平成 29 年度 10 月から 5 年間の 2 回の契約で包括

的民間委託を実施し、料金徴収等受付業務委託部門を竜王町上下水道料金お客様

センターとして開設し、町民サービスの向上に取り組んでいます。民間委託の推進な

どにより、経費削減や組織の効率化が図られる一方で職員の技術継承に支障をきた

す懸念もあるため、技術継承と委託化の最適なバランスを見極めることが重要となり

ます。 

  

 

 

（４） 効果的な水洗化普及促進 

下水道の処理区域内の水洗化は、公衆衛生の向上と地域の環境保全にも大きく

貢献しますが、下水道を利用できる環境が備わっているにも関わらず未接続の状況

のままという事例があります。 

未接続対象家屋の戸別訪問等を実施し、早期水洗化の普及促進に努めます。 

 

 

 

 

 

  

 主な取組   効果的な人員配置と他事業との連携強化による効率的な組織運営 

 主な取組   民間委託業務の検証・見直し 

 主な取組   下水道水洗化普及促進のための戸別訪問等の実施 
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（５） 不明水対策 

不明水とは、下水道管路内への侵入水を指します。平成 25 年の台風 18 号による

県内の下水道施設の被害により不明水の流入問題が顕在化しました。不明水の放

置は道路陥没など生活環境に支障がでるだけでなく、汚水処理費の増大や流域下水

道負担金にも大きく影響を及ぼします。 

県や流域下水道関連市町との連携のもと発生源の調査等を行うとともに、被害軽

減対策に取組みます。 

  

 
 

（６） 資金管理・調達に関する取組 

減価償却費等によって生じる内部留保資金について適切に見積もり、留保資金の

中で今後の事業を行っていくことが安定した経営を行うことに繋がります。 

また、企業債は、下水道施設の受益世代と費用負担世代の世代間の負担の公平

を確保するために必要なものですが、その償還は将来の下水道使用料収入を原資と

し、利子を付して償還することとなります。今後、施設の老朽化対策に取り組まねばな

らない状況を考慮すると、施設の更新等による新たな企業債の発行は避けられませ

ん。下水道の処理人口が減少し、将来の使用料収入の減少が見込まれる中では、将

来を担う世代に過大な負担とならないように、企業債残高の抑制・削減に努めます。 

平成 30 年 4 月に地方公営企業法を適用した本町においては、しばらくは企業債の

元金償還額が資本的支出に占める割合も高く、厳しい経営状況が続きます。国庫補

助金や企業債、一般会計からの繰入金等の資金を遅滞なく確実に調達し、資金不足

が発生することのないよう資金管理に努めます。 

  

 

（７） その他経営基盤強化の取組 

より健全な事業運営を行うためには、町民のニーズも把握しながら下水道事業へ

の理解を深めていただくことが必要です。そのため、下水道事業の業務予定量や財

務状況等については、町ホームページ等で情報公開し、経営の透明性の確保を図り

ます。また、持続可能な安定した事業運営への理解を促進するため、指標等を取り入

れるなど分かりやすい情報提供に努めます。 

 

 

 主な取組   不明水調査の実施。県・関連市町との不明水対策検討会への参加 

 主な取組   計画的な起債による企業債残高の削減 

 主な取組   経営比較分析表等の公表 
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２. 投資の合理化 

（１） 効率的・計画的な投資と長寿命化 
本町の下水道事業は、昭和 62 年度から平成 21 年度にかけて町の最重点施策の

１つとして積極的な整備を進めてきた結果、下水道処理人口普及率も令和 2 年 3 月

末で 91.8％となりました。一方で、今後は集中的に整備した施設・設備の老朽化に対

し多額の改築更新費用が見込まれます。このため、改築更新サイクルを検討したうえ

で改築更新費用の平準化を図り、老朽化した下水道施設の改築更新を計画的、効率

的に進めていく必要があります。 

下水道施設の更新にあたっては、ストックマネジメント基本計画により効率的なメン

テナンスサイクルの確立に努めます。過剰投資、重複投資とならないよう内容の精査

を行うなど、投資の合理化に取り組みます。 

 

３. 危機管理体制の強化 

（１） 危機管理等の体制整備 
下水道事業は、琵琶湖や河川など公共用水域の良質な水質の確保、生命・財産を

守る浸水対策など、町民の生活に欠くことのできない重要なサービスを提供していま

す。そのため、防災や減災等対策に取り組む必要があります。 

竜王町地域防災計画に基づく下水道事業の役割が果たせるよう、高い危機管理

能力を備えた職員の資質向上に努めるとともに、事故や災害発生時の外部委託業者

との的確な対応体制の整備に努めます。また、広域においては、県、関連市町との連

携のもと体制整備と強化を図ります。 

（２） 施設の耐震化 
下水道施設は、電気、ガス、水道とともに重要なライフラインの 1 つです。震災等に

より施設機能が停止した場合、下水道管の損壊による道路陥没・交通渋滞、排水不

能により汚水が地表面に溢れるなど、町民の生活に甚大な影響を及ぼすことから、

施設の耐震化に取り組みます。 

（３） 公共用水域の水質保全 
本町の汚水は、町の下水道から琵琶湖流域下水道へ流入して湖南中部浄化セン

ター処理施設で高度処理された後、琵琶湖へ放流されています。 

滋賀県の高度処理人口普及率は令和元年度で 91.1％であり、水環境に対する持

続的な貢献は必要不可欠です。琵琶湖や河川など公共用水域の水質保全に貢献す

るため、未接続世帯への下水道接続普及促進を継続的に行うとともに、県および琵

琶湖湖南中部処理区関連市町との連携を図っていきます。 
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第５章 投資計画 

 

本町の下水道事業は、分流式下水道として汚水と雨水に分類し事業計画を立案し

ています。主な事業は、下水道管布設工事および改築工事、農業集落排水事業の特

定環境保全公共下水道への統合です。 

基本的な更新の考え方としては、老朽化の度合いや事故が発生した場合の影響

度、下水道事業全体の投資額、人員等を勘案し優先順位を決定しています。これか

らの下水道施設の定期的な点検調査、可能な限りの延命化を図り、適正な機能を確

保しつつ、老朽化した管きょなどの改築更新を行うために、令和元年度にストックマネ

ジメント基本計画の策定を行っております。投資試算については、投資の効率化と健

全化の取組を踏まえながら、ストックマネジメント計画等に基づき見直しを行っていき

ます。 
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第６章 投資・財政計画（収支計画）  

１. 投資・財政計画（収支計画）：別紙 

２. 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

 （１）収支計画のうち投資についての説明 

   投資については、長寿命化計画や令和元年度に策定したストックマネジメント計

画に基づき、投資の平準化を考慮した改築工事等（令和 4 年度から令和 12 年まで

年間 5 千万円）を見込んでいます。また、農業集落排水事業の統廃合を行います。 

   今後の投資額の見込み（下水道事業全体）       （消費税込） 

項     目 10 年間の投資額（R３～R12） 

下水道管布設工事（汚水管事業） 約 107,000,000 円 

改築工事（汚水管事業） 約 450,000,000 円 

農業集落排水の統廃合 約 152,000,000 円 

合     計 約 709,000,000 円 

農業集落排水の公共下水道接続スケジュール 

     令和３年度     農林水産大臣による長期利用財産処分報告書の受理 

      令和４年度     公共下水道接続工事実施設計業務 

      令和５年～７年度 接続工事、既設管路調査等 

      令和８年４月    供用開始 

 （２）収支計画のうち財源についての説明 

  【収益的収入】 

    下水道事業における主な収益的収入は、営業収益の下水道使用料収入、営

業外収益の一般会計補助金及び長期前受金戻入です。使用料については、今

後の人口減少による減収は避けられないものと想定していますが、整備済区域

に加えて、整備予定区域における水洗化率の向上に努めることで減少率を抑制

したいと考えています。 

    また、一般会計からの補助金については、毎年度、総務省自治財政局長から

通知される「地方公営企業繰出金について」に定める基準に基づく繰入金（基準

内繰入金）が相当します。下水道における経費の負担区分は原則として雨水処

理に要する費用は公費、汚水処理に要する費用は下水道使用者が使用量に応

じて私費（下水道使用料）で負担することとされており、雨水処理にかかる経費と

分流式下水道等に要する経費を補助金として見込んでいます。 
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【資本的収入】 

     資本的支出（投資）に係る財源については、国土交通省の「社会資本整備総

合交付金事業」による国庫補助金を事業費の 1/2 程度見込んでいるほか、企業

債の借入、受益者負担金及び損益勘定留保資金で財源の確保を見込んでいま

す。また、企業債の償還については、一般会計からの企業債償還に係る繰出基

準分の出資金を見込んでいます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額の補填財源としては、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘

定留保資金、利益剰余金処分額などを見込んでいます。 

 

 （３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

   本町では、料金徴収事務等について複数年にわたる包括的民間委託を行って

います。窓口サービスの拡大や収納率の向上、コスト削減と事務の効率化に効果

があり、今後も委託内容の改善を図りながら包括的民間業務委託を継続していく

経費を見込んでいます。 

   人件費や物件費等については、物価上昇は含まず、現在の水準で推移するも

のとしています。動力費については、流入汚水量の増加を考慮し増額を見込んで

おり、修繕費についても、全体的に施設の老朽化によりわずかな増加を見込んで

います。 
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３. 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組

の概要 

 ①今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化に関する事

項 
広域化（流域下水道）の継続利用 

投資の平準化に関する事項 令和元年度に下水道施設全体を捉えたストッ

クマネジメント基本計画の策定を行っておりま

す。これに基づき投資の平準化を考慮した中長

期的な改築計画により投資額を見込んでいきま

す。また、必要に応じて投資・財政計画（収支計

画）の見直しを行います。 

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFI など） 

PPP/PFI の導入は考えていませんが、包括

的民間委託として民間活力を活用していきま

す。 

その他の取組 

国庫補助金の対象となる整備事業について

は、計画期間中での概成に向け優先して取り組

みます。 

 ②今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項 

 平成 30 年 4 月から地方公営企業法の一部適

用を行い、経営の健全化を目指すことが求めら

れていることから、段階的に見直しを図る必要

があります。 

 使用料の見直しについては、下水道未接続・

水洗化の促進、不明水対策の推進、施設の統

廃合やコスト比較に加え、効率的な維持管理、

適切な資金管理等経営改善を含めた将来的見

通しを十分考慮していきます。また、改定内容に

ついては、慎重な判断のもと下水道利用者に対

して理解が得られるよう努めます。 
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資産活用による収入増加の取組に

ついて 
該当なし 

その他の取組 

国庫補助金や県費補助金の対象となる事業

については、適切に補助を受けられるよう補助

制度の動向を注視していきます。 

 ③投資以外の経費についての説明 

民間活力の活用に関する事項（包

括的民間委託等の民間委託、指定

管理者制度、PPP/PFI など） 

本町では、料金徴収事務等について複数年

にわたる包括的民間委託を行っています。窓口

サービスの拡大や収納率の向上、コスト削減と

事務の効率化に効果があり、今後も委託内容の

改善を図りながら包括的民間業務委託を継続し

ていく経費を見込んでいます。 

職員給与費に関する事項 

人件費の上昇は見込まず、現状の水準で推

移するものとしています。業務内容等を把握し、

緊急時の体制が確保できるよう組織形態や適

正な人員を確保するよう努めます。 

動力費に関する事項 物価上昇は見込まず、流入汚水量の増加を

考慮し増額を見込んでいます。 

材料費（薬品費含む）に関する事項 物価上昇は見込まず、現状の水準で見込みます。 

修繕費に関する事項 
全体的に施設の老朽化によりわずかな増加

を見込んでいます。 

委託費に関する事項 
民間委託経費や施設の維持管理、点検業

務、システム管理経費を見込んでいます。 

その他の取組 

業務内容や手法を見直しながら、効率化と経

費削減に努めます。 

職員は各種研修に積極的に参加し知識・技

術の習得等資質の向上に努めます。 

また、県や関連市町との連携のもと不明水対

策を実施していきます。 
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第７章 経営戦略の進捗管理 

経営戦略の実施状況については、より実効性の高いものにしていくため、計画

(Plan)・実施(Do)・検証(Check)・見直し(Action)の、いわゆる PDCA サイクルにより毎

年度進捗管理（モニタリング）を行いながら、おおむね５年程度の期間で直しを行いま

す。また、経営戦略と実績との乖離が著しい場合や県等の上位計画の変更、また、

経営戦略の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更になった場合にも見直しを行

っていきます。 
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